
医療保険における革新的な医療技術の取扱い
に関する考え方について（その４）

これまでの議論を踏まえ、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議
に即した先進医療制度の運用や、手続き等の見直しについて、以下のような具体
案を検討してはどうか。

１．医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議を経たものに係る先進医療制
度の運用の見直し

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において医療上の必要
性が高いとされた医薬品については、開発要請を受けた企業により治験が着
手され、又は薬事承認に係る公知申請がされることとなる。これに係り、結
果として開発企業が長期間見つからない場合等、開発企業による治験の実施
が確実でない段階においては、当該医薬品を用いた技術について以下のよう
な先進医療制度の運用の見直しを行い、当該制度を活用することとしてはど
うか。

（１）医療上の必要性が高いとされた未承認薬等を使用する技術について、海外で
の実績から一定の安全性、有効性を確認した上で、当該段階において先進医療の
対象技術とすることとする。

（２）当該対象技術の成熟度や安全性等に応じて、当該技術を先進医療として実施
することができる施設の要件に基づく実施機関群を定めることとする。
例えば、一定の要件を満たす特定機能病院等とすること等によって、安全性や
質を確保することとする。
【実施可能な機関群が満たすべき必要条件の例】
例１）特定機能病院･･･医療法に基づき、高度の医療を提供する能力を有する
こと、高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること等の要件を
満たし厚生労働大臣の承認を得た病院（83カ所）

例２）都道府県がん診療連携拠点病院･･･都道府県が推薦した医療機関につい
て第三者によって構成される検討会を踏まえて厚生労働大臣が指定した病
院。当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体
制の構築に関し中心的な役割を担うものとして、原則として各都道府県に
１カ所整備される。（51カ所）

（３）当該機関群に該当する保険医療機関が、対象技術を先進医療として実施しよ
うとする場合には、厚生労働大臣に申請を行い、実施計画書の審査を経て、個別
に認めることとする。
適応外薬に係るものは、当該審査をがん治療について高度な知見を有し、技術
の有効性の評価や参加医療機関に対する実施段階における監査等を行うことがで

1

KYIVY
スタンプ



きる外部組織において行い、その結果に基づき実施機関を認める。
【外部組織の例】
例）日本臨床腫瘍研究グループ（ＪＣＯＧ）

国立がん研究センターがん研究開発費指定研究班を中心とする共同研究
グループで、国立がん研究センターがん対策情報センター多施設臨床試験
・診療支援部が研究を直接支援する研究班の集合体。所属機関の監査等を
実施している。

（４）当該枠組みで実施した先進医療における実績により薬事承認審査の一定程度
の効率化を図るため、ＰＭＤＡの相談制度を活用するなど当該先進医療の質を確
保することとする。

２．先進医療制度の手続き等の見直しについて

現行の先進医療制度について、効率化等を図る観点から以下のような運用
や手続きを見直してはどうか。

（１）技術の有効性、安全性等の審査及び当該技術の効率性、社会的妥当性、将来
の保険導入の必要性等の審査について、より重点化、効率化を図るため、現行の
先進医療専門家会議及び高度医療評価会議を整理し、改組する。

（２）現在、先進医療の対象技術の申請においては、国内において数例の実績があ
ることが求められているが、これを満たさない場合においても、申請された個別
の技術と申請機関に鑑みて、一定の安全性、有効性等が担保される場合や、技術
の将来的な有効性や安全性が一定程度期待できる場合には、当該技術の特性に応
じて、一定の特定機能病院や高度な臨床研究機能を有する機関等の一定の機関に
ついて、これに係る先進医療の実施を認める。
【実施可能な機関の例】
例１）特定機能病院･･･医療法に基づき、高度の医療を提供する能力を有する
こと、高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること等の要件を
満たし厚生労働大臣の承認を得た病院（83カ所）

例２）高度な臨床研究支援体制、適切な安全管理体制、信頼性を保証できる
監査体制等を有し、特定分野における臨床研究の中核的な役割を担う病院
（数カ所程度）

（３）特に、現行の第２項先進医療については、診療報酬改定に合わせて当該技術
の評価を行っているところであるが、実施計画書において実施期間を明記する
などとし、診療報酬改定における評価に加えて、当該期間の終了時において的
確な評価を行うこととする。
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「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」

１ 対象品目
○ 次の要件の全てを満たす新薬

イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていないもの （薬価収載の日
から１５年を経過した後の最初の薬価改定を経ていないものに限る）

ロ 当該既収載品の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載該既 載品 市場実勢価格 薬価 対す 乖離率 、 既 載
品の平均乖離率を超えないもの

○ なお、以下のものを除く。
イ 「配合剤（補正加算の対象とならないものに限る。）」※に相当する既収載品で

あって、薬価収載の日から１５年を経過した既収載品の有効成分又は後発品
が薬価収載されている既収載品の有効成分を含有するもの

ロ 市場拡大再算定その他の再算定の対象品目

２ 算式（加算額）

※ いわゆる「０．８掛け」の配合剤

２ 算式（加算額）

市場実勢価格に基づ
いて算定される額

×（全ての既収載品の平均乖離率－2／100）× 80/100

2

いて算定される額

5.10％
ただし、薬価改定前の薬価を超えない。
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今回の制度導入による適応外薬等の開発促進スキーム

○ 「医療上の必要性の高い未承認薬 適応外薬検討会議 （有識者会議）の

中医協

○ 「医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬検討会議」（有識者会議）の
評価結果に基づき、適応外薬等の開発・上市が適切に進んでいるか確認

○ 対応が不適切な場合には、加算の不適用と全既収載品の薬価から２年
間の加算分を引下げ

厚生労働省薬価制度

全収載品の加重平均

開発状況
の報告

要望
学会・患者団体等

有識者会議

全収載品の加重平均
乖離率以内の医薬品 意見

有識者会議による、適応外薬等
の医療上の必要性検討

厚生労働省より

各企業 開発要請

「新薬創出・適応外薬
解消等促進加算」の適用

開発状況の報告 適応外薬等
の開発要請 各企業は開発工程表を作成

（要請品目の開発・上市までの四半期
ごとの計画）

各企業へ開発要請

解消等促進 算」 適用

各企業

ごとの計画）

各企業は厚生労働省に
開発工程表を報告

革新的新薬の
開発加速

「未承認薬等開発
支援センター」

有識者会議は企業の開発工程表を確
認・適宜修正指示

以降、企業は定期的に開発等の進捗状
況を報告

1

開発加速

適応外薬等の
開発加速

況を報告。
報告を受け、有識者会議は評価。必要
に応じ見直し指示。
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学会・患者団体等からの要望

未承認薬等開発支援センターによる対応スキームの概要

有 識 者 会 議 等

学会 患者団体等からの要望

：センターの役割

対応が必要とされたもの

ライセンス元開発企業が存在
（未承認薬・適応）

開発企業が存在せず
（未承認薬）

契約

要

厚生労働省・医薬品医療機器総合機構

公
募

必要性の検討開
発

契約

一般社団法人
未承認薬等開発支援センター

募
・Ｒ
Ｆ
Ｐ
の
提
示

開発等に関する諸事
項の協議と設定

の
正
式
要
請

開発等に関する諸事
項の協議と設定

国内企業 Ａ
国内企業 Ｂ拠出

調査・斡旋
（公募がない場合）

開発・申請等に係る支援
・ライセンス契約

資金・その他支援

パ
ー
ト
ナ
ー

製薬協
加盟企業

ラ 契約
・資金提供
・治験、承認申請、薬価等に係る支援

ー
シ
ッ
プ

政策的支援【治験推進、承認審査の迅速化など】

出所：中央社会保険医療協議会薬価専門部会資料
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適
応

○ 基本的に企業への開発要請から１年以内に治験又は半年以内に公知申請（適応外薬のみ）

例 企業を 募 合等結 期 治験が着 されな 合

医
療

先進医療制度の運用の見直し（案）

応
外
薬

○ 例外として、開発企業を公募している場合等結果として長期間治験が着手されない場合、
１－１ 海外の実績等から安全性等が確認されたものを用いる技術をあらかじめ先進医療の

対象技術として特定し、

１－２ 当該技術を先進医療として実施可能な機関群をあらかじめ特定した上で

療
上
の
必
要
性

適
応
外
薬 １ ２ 当該技術を先進医療として実施可能な機関群をあらかじめ特定した上で、

１－３ 実施を希望する医療機関の申請により実施計画書を審査して、実施可能とし、
※適応外薬を使用するものについては当該審査を外部機関において実施できることとする

１－４ 当該先進医療の実績により一定程度の薬事承認の効率化を図る

性
の
高
い
未
承

薬
等
検
討
会
議

国
内
未
承

１ ４ 当該先進医療の実績により 定程度の薬事承認の効率化を図る
（国際的なＧＣＰ基準を満たす場合など、臨床試験の質を確保できた場合）

→先進医療制度の申請・審査手続きの効率化、世界標準の医薬品へのアクセス向上

承
認
薬
・

議

○ 未承認、適応外の医薬品や機器を用いた技術、その他先進的な技術は、それぞれ薬事承認や承
認
薬

○ 未承認、適応外の医薬品や機器を用いた技術、その他先進的な技術は、それぞれ薬事承認や
技術評価分科会での評価を経て保険適用されている。

○ こうした技術のうち一定のものについては、将来的な保険導入の必要性の可否を評価するため
先進医療として申請に基づく審査を経て保険外併用療養費制度の対象となっている。

２－１ 現在、第２項先進医療は先進医療専門家会議を経て技術及び施設要件を決定、第３項先
進医療は当該会議及び高度医療評価会議を経て技術及び個別の施設を決定しているが、
当該二つの会議を改組し、より効率的、重点的な審査を行う。

進 請 が が 高
新

（海
外
で
も
使

い
な
い

２－２ 現在、先進医療の申請には、国内で一定の実施実績が必要とされているが、一定の高度
な臨床研究機能を有する医療機関等において実施する場合には、申請された技術の成熟
度等に応じて、申請に必要な実施実績を先進医療の対象とする。

２－３ 特に現行の第２項先進医療については 診療報酬改定に合わせて当該技術の評価を行っ

新
薬

使
用
さ
れ
て

い
も
の
）

そ的 ２ ３ 特に現行の第２項先進医療については、診療報酬改定に合わせて当該技術の評価を行っ
ているところであるが、実施計画書において実施期間を明記するなど、当該評価に加えて、
当該期間の終了時において的確な評価を行うこととする。

→先進医療制度の申請・審査手続きの効率化

そ
の
他
先
進

的
な
技
術
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１年以内
治験

開発要請

未承認薬等検討会議において医療上の必要性が高いとされたものに係る先進医療の活用のイメージ

医
療
上

未
承
認
薬

治験
（保険外併用療養費）

薬事承認 保険適用
３８件※１ （８件）

１３件※２

特段の合理的な理由※３があれば上
の
必
要
性
の

薬
医
療
上
の
必

開
発
企

の
公
募

治験
（保険外併用療養費）先進医療

（保険外併用療養費）

５
５
件※

１

（

薬事承認 保険適用
海外での実績等から
一定の安全性等が
示されているもの

件
（１件）

特段の合理的な理由※３があれば
１年を超える場合が考えられる

※ 実施が必要な試験や 知申請 妥当性 検の
高
い
未
承
認

必
要
性
が
高

企
業

募

開発要請
※３：多数の品目の開発要請を同時に受けていること等

・ データの信頼性が確保できる適切な
実施計画書の作成とその実施

・ 品質が確保された医薬品の調達
・ 安全性に関する基礎的データの入手
・ 副作用等の報告及びその情報を活用

デ タの取りまとめと公表 等

（保険外併用療養費）

４件※２

（０件）

９
件
）

示され る

※２：公募１７件のうち、１３件について企業の開発の意思
の申し出があり、４件について公募中（１１月９日時点）。

※１：実施が必要な試験や公知申請の妥当性について検
討中のものを含む。

認
薬
・適
応
外

高
い

公知申請
半年以内

薬事承認 保険適用

適
応

開発要請 ・ データの取りまとめと公表 等

１
０
８
件 ２１件（３件）

薬
検
討
会
議

応
外
薬 １年以内

治験
（保険外併用療養費）

件※

１
（
２
０
件
） ３２件※１ （８件）

５
３

薬事承認 保険適用
議

治験
（保険外併用療養費）

特段の合理的な理由※３があれば
１年を超える場合が考えられる

先進医療

件 （ 件）３
件※

１

（
１
１
件

薬事承認 保険適用海外での実績等から
一定の安全性等が 先進医療

（保険外併用療養費）

数字は、検討会議に要望として集まったもののうち医療上の必要性が高いとされたものとして第１弾として５月に開発要
請等したもの。（ ）内は抗がん剤。年内を目途に第２弾として７４件（うち、抗がん剤は２２件）を開発要請等予定。

０件
）

定の安全性等が
示されているもの
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現行の第３項先進医療の手続 医療上の必要性の高い未承認薬等検討会議において医療上の
必要性が高いとされたものに係る先進医療の手続（案）

医療上の必要性の高い未承認薬・
適応外薬等検討会議適応外薬等検討会議

○医療上の必要性が高い

整理後の先進医療に関する会議（案）

１－１に
よる効率化

に

○海外の実績等から技術の
安全性等を確認

○実施可能な機関群を設定

整理後の先進医療に関する会議（案） １－２に
よる効率化

医療機関の申請 設定された機関群に該当する医療機関の申請

高度医療評価会議

○実施技術の適否
○実施機関の適否

整理後の先進医療に関する
会議（案）

○実施計画書の適否

外部機関

○実施計画書
の適否

又
は

○実施機関の適否
○実施計画書の適否

○実施計画書の適否 の適否

先進医療として実施可能
※安全性、有効性等の観点

１－３に
よる効率化

２－１に
よる効率化

先進医療専門家会議

○実施技術の適否
※将来の保険導入の必要性等の観点※将来の保険導入の必要性等の観点

先進医療として実施可能
※まずは、抗がん剤から当該運用を適用
※外部機関は、当該分野について高度な知見等を有する機関とする。
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医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において医療上の
必要性が高いとされたものに係る先進医療の運用について（案）

（１－１、１－２、１－３関係）

現行の運用
申請

新薬（海外でも使用されていないもの）を
用いる技術

国内未承認薬を用いる技術

適応外薬を用いる技術

先進医療

先進医療

先進医療

個別技術
の適否

個別機関
の適否

実施計画
書の適否

個別技術
の適否

個別機関
の適否

実施計画
書の適否

個別技術 個別機関 実施計画適応外薬を用いる技術

＋
（例１）

医療上の必要性が高く かつ 海外の実績等により一定の安全性等

先進医療
の適否 の適否 書の適否

医療上の必要性が高く、かつ、海外の実績等により 定の安全性等
が確認できる国内未承認薬を用いる技術

先進医療実施計画
書の適否

申請

対象技術
の特定

実施可能機関群の設定

例）一定の特定
機能病院等

（例２）
医療上の必要性が高く、かつ、海外の実績等により一定の安全性等

あらかじめ特定

先進医療
実施計画
書の適否

申請

対象技術
の特定

実施可能機関群の設定

医療上の必要性が高く、かつ、海外の実績等により 定の安全性等
が確認できる適応外薬を用いる技術

例）一定の特定
機能病院等

書の適否

例）一定の都道府県
がん診療拠点病院等

あらかじめ特定
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実施症例数が少数である場合の先進医療の申請の柔軟化について（案）
（２－２関係）

現行の運用

新薬を用いる技術

国内未承認薬を用いる技術

適応外薬を用いる技術

数例の実績

数例の実績

数例の実績

先進医療

先進医療

先進医療

＋
（例１）
一定の特定機能病院等で実施する場合

申請

先進医療

新薬を用いる技術

国内未承認薬を用いる技術

適応外薬を用 る技術

数例の実績

数例の実績

先進医療

申請

（例２）
高度な臨床研究機能を有する

先進医療
適応外薬を用いる技術の
うち一定のもの（※）

数例の実績に
必要な症例

※対象となる技術・機関は
個別に申請・審査・承認

申請

高度な臨床研究機能を有する
病院で実施する場合

新薬を用いる技術の
うち一定のもの（※）

国内未承認薬を用いる技術

先進医療

先進 療数例の実績に

数例の実績に
必要な症例

申請

先進医療

国内未承認薬を用いる技術
のうち一定のもの（※）

適応外薬を用いる技術の
うち一定のもの（※）

数例の実績に
必要な症例

先進医療数例の実績に
必要な症例

※対象となる技術・機関は個別に申請・審査・承認
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１．特定機能病院
高度の医療を提供するとともに、高度の医療に関する開発・評価及び研修を行

う医療機関。医療機関からの申請にもとづき、社会保障審議会の意見を聴いて厚
生労働大臣が個別に承認する。（医療法第４条の２）

【主な承認要件】
・ 高度の医療を提供する能力、高度の医療技術の開発及び評価を行う能力、
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

・ ４００床以上の病床を有すること。
・ 人員配置

医師･･･通常の病院の２倍程度の配置が最低基準
薬剤師･･･入院患者数÷３０が最低基準（一般は入院患者数÷７０）
看護師等･･･入院患者数÷２が最低基準（一般は入院患者数÷３）
管理栄養士･･･１名以上

・ 集中治療室、無菌病室、医薬情報管理室を有すること。 等

【設置数】
大学病院の本院、（独）国立がん研究センター、（独）国立循環器病研究セン
ター、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター
合計８３病院（平成２２年４月１日現在）

２．がん診療連携拠点病院
専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、都道府県に

おけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援及
び情報提供を行うため、都道府県知事が推薦する医療機関について第三者により
構成される検討会の意見を踏まえ厚生労働大臣が指定するもの。

（１）地域がん診療連携拠点病院
【主な承認要件】
・我が国に多いがん及びその他専門とするがんについて、手術、放射線療法及
び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を
有するとともに各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療等、患者の状態
に応じた適切な治療を提供すること
・病病連携、病診連携の協力体制を有すること
・専門的な知識及び技能を有する医師が配置されていること
・年間入院がん患者数は１２００人以上であることが望ましい
・専門的ながん治療を提供するための治療機器、治療室等が設置されているこ
と
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・情報の収集提供体制を有すること 等
【設置数】
原則として二次医療圏に一つ整備。合計３２４病院（平成２２年４月１日現在）

（２）都道府県がん診療連携拠点病院
【主な承認要件】
地域がん診療連携拠点病院の要件に加え、
・都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・薬
剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。
・地域がん診療連携拠点病院等に対し、情報提供、症例相談及び診療支援を行
うこと。
・都道府県がん診療連携協議会を設置すること。 等

【設置数】
原則として都道府県に一カ所。 合計５１病院（平成２２年４月１日現在）

（３）（独）国立がん研究センター
我が国のがん対策の中核的機関として、他のがん診療連携拠点病院への診

療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師そ
の他の医療従事者の育成や情報発信等の役割を担うとともに、我が国全体の
がん医療の向上を牽引していくこととし、中央病院及び東病院について、第
三者による検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣ががん診療連携拠点病院と
して指定している。

３．高度な臨床研究機能を有する中核的病院
治験、臨床研究に精通する医師が、臨床研究に注力できる体制であり、臨床

研究コーディネーター等の設置、試験薬・機器を適切に管理出来る体制、安全
管理体制、信頼性を保証できる監査体制、適切な審査が可能で透明性の確保さ
れた倫理審査委員会の設置などの体制を整備している病院。
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特 定 機 能 病 院 の 承 認 状 況
（平成２２年４月１日現在）

区分 医 療 機 関 名 所 在 地 審 議 日 承認効力日

１ 国 立 が ん セ ン タ ー 中 央 病 院 東 京 都 中 央 区 築 地 ５ 丁 目 １ 番 １ 号 H 5 . 8 . 2 H 5 . 9 . 1

２ 国 立 循 環 器 病 セ ン タ ー 大阪府吹田市藤白台５丁目７番１号 H 5 . 8 . 2 H 5 . 9 . 1

３ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東 京 都 文 京 区 本 郷 ３ 丁 目 １ 番 ３ 号 H 5 . 1 0 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

４ 日 本 医 科 大 学 付 属 病 院 東京都文京区千駄木１丁目１番５号 H 5 . 1 0 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

５ 日本大学医学部附属板橋病院 東京都板橋区大谷口上町３０番１号 H 5 . 1 0 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

６ 東邦大学医療センター大森病院 東京都大田区大森西６丁目１１番１号 H 5 . 1 1 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

７ 関 西 医 科 大 学 附 属 枚 方 病 院 大 阪 府 枚 方 市 新 町 ２ 丁 目 ３ 番 １ 号 H1 7 . 1 2 . 1 3 H 1 8 . 1 . 1

８ 久 留 米 大 学 病 院 福 岡 県 久 留 米 市 旭 町 ６ ７ 番 地 H 5 . 1 1 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

９ 北 里 大 学 病 院 神奈川県相模原市北里１丁目１５番１号 H 5 . 1 1 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

１０ 聖 マ リ ア ン ナ 医 科 大 学 病 院 神奈川県川崎市宮前区菅生２丁目１６番１号 H 5 . 1 1 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

１１ 東 海 大 学 医 学 部 付 属 病 院 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３番地 H 5 . 1 1 . 2 6 H 5 . 1 2 . 1

１２ 近 畿 大 学 医 学 部 附 属 病 院 大阪府大阪狭山市大野東３７７番地の２ H 5 . 1 2 . 8 H 6 . 1 . 1

１３ 自 治 医 科 大 学 附 属 病 院 栃木県下野市薬師寺３３１１番地１ H 5 . 1 2 . 8 H 6 . 1 . 1

１４ 長崎大学医学部・歯学部附属病院 長 崎 県 長 崎 市 坂 本 １ 丁 目 ７ 番 １ 号 H 5 . 1 2 . 8 H 6 . 1 . 1

１５ 山 口 大 学 医 学 部 附 属 病 院 山口県宇部市南小串１丁目１番１号 H 5 . 1 2 . 8 H 6 . 1 . 1

１６ 高 知 大 学 医 学 部 附 属 病 院 高知県南国市岡豊町小蓮１８５番地１ H 5 . 1 2 . 8 H 6 . 1 . 1

１７ 秋 田 大 学 医 学 部 附 属 病 院 秋 田 県 秋 田 市 広 面 字 蓮 沼 ４ ４ 番 ２ H 5 . 1 2 . 8 H 6 . 1 . 1

１８ 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都港区西新橋３丁目１９番１８号 H 6 . 1 . 2 0 H 6 . 2 . 1

１９ 大 阪 医 科 大 学 附 属 病 院 大 阪 府 高 槻 市 大 学 町 ２ 番 ７ 号 H 6 . 1 . 2 0 H 6 . 2 . 1
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２０ 慶 應 義 塾 大 学 病 院 東 京 都 新 宿 区 信 濃 町 ３ ５ 番 地 H 6 . 1 . 2 0 H 6 . 2 . 1

２１ 福 岡 大 学 病 院 福岡県福岡市城南区七隈７丁目４５番１号 H 6 . 1 . 2 0 H 6 . 2 . 1

２２ 愛 知 医 科 大 学 病 院 愛 知 県 愛 知 郡 長 久 手 町 大 字 岩 作 字 雁 又 2 1 番 地 H 6 . 1 . 2 0 H 6 . 2 . 1

２３ 岩 手 医 科 大 学 附 属 病 院 岩 手 県 盛 岡 市 内 丸 １ ９ 番 １ 号 H 6 . 1 . 2 0 H 6 . 2 . 1

２４ 獨 協 医 科 大 学 病 院 栃木県下都賀郡壬生町大字北小林８８０番地 H 6 . 2 . 1 7 H 6 . 3 . 1

２５ 埼 玉 医 科 大 学 病 院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地 H 6 . 2 . 1 7 H 6 . 3 . 1

２６ 昭 和 大 学 病 院 東京都品川区旗の台１丁目５番８号 H 6 . 2 . 1 7 H 6 . 3 . 1

２７ 兵 庫 医 科 大 学 病 院 兵 庫 県 西 宮 市 武 庫 川 町 １ 番 １ 号 H 6 . 2 . 1 7 H 6 . 3 . 1

２８ 金 沢 医 科 大 学 病 院 石川県河北郡内灘町字大学１丁目１番地 H 6 . 3 . 1 7 H 6 . 4 . 1

２９ 杏 林 大 学 医 学 部 付 属 病 院 東京都三鷹市新川６丁目２０番２号 H 6 . 3 . 1 7 H 6 . 4 . 1

３０ 川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院 岡 山 県 倉 敷 市 松 島 ５ ７ ７ 番 地 H 6 . 3 . 1 7 H 6 . 4 . 1

３１ 帝 京 大 学 医 学 部 附 属 病 院 東京都板橋区加賀２丁目１１番地１号 H 6 . 3 . 1 7 H 6 . 4 . 1

３２ 産 業 医 科 大 学 病 院 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘１番１号 H 6 . 3 . 1 7 H 6 . 4 . 1

３３ 藤 田 保 健 衛 生 大 学 病 院 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１番地の９８ H 6 . 4 . 1 2 H 6 . 5 . 1

３４ 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都文京区湯島１丁目５番４５号 H 6 . 6 . 1 5 H 6 . 7 . 1

３５ 千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 千葉県千葉市中央区亥鼻１丁目８番１号 H 6 . 6 . 1 5 H 6 . 7 . 1

３６ 信 州 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長 野 県 松 本 市 旭 ３ 丁 目 １ 番 １ 号 H 6 . 6 . 1 5 H 6 . 7 . 1

３７ 富 山 大 学 附 属 病 院 富 山 県 富 山 市 杉 谷 ２ ６ ３ ０ 番 地 H 6 . 6 . 1 5 H 6 . 7 . 1

３８ 神 戸 大 学 医 学 部 附 属 病 院 兵庫県神戸市中央区楠町７丁目５番２号 H 6 . 6 . 1 5 H 6 . 7 . 1

３９ 香 川 大 学 医 学 部 附 属 病 院 香川県木田郡三木町大字池戸１７５０－１ H 6 . 6 . 1 5 H 6 . 7 . 1

４０ 徳 島 大 学 病 院 徳島県徳島市蔵本町２丁目５０－１ H 6 . 7 . 2 0 H 6 . 8 . 1

４１ 弘 前 大 学 医 学 部 附 属 病 院 青 森 県 弘 前 市 本 町 ５ ３ 番 地 H 6 . 7 . 2 0 H 6 . 8 . 1
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４２ 東 北 大 学 病 院 宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号 H 6 . 7 . 2 0 H 6 . 8 . 1

４３ 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 岐 阜 県 岐 阜 市 柳 戸 １ 番 １ H 1 6 . 5 . 1 7 H 1 6 . 5 . 2 0

４４ 広 島 大 学 病 院 広島県広島市南区霞１丁目２番３号 H 6 . 7 . 2 0 H 6 . 8 . 1

４５ 琉 球 大 学 医 学 部 附 属 病 院 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地 H 6 . 7 . 2 0 H 6 . 8 . 1

４６ 北 海 道 大 学 病 院 北海道札幌市北区北１４条西５丁目 H 6 . 9 . 5 H 6 . 1 0 . 1

４７ 旭 川 医 科 大 学 病 院 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 H 6 . 9 . 5 H 6 . 1 0 . 1

４８ 鳥 取 大 学 医 学 部 附 属 病 院 鳥 取 県 米 子 市 西 町 ３ ６ 番 地 の １ H 6 . 9 . 5 H 6 . 1 0 . 1

４９ 愛 媛 大 学 医 学 部 附 属 病 院 愛 媛 県 東 温 市 志 津 川 H 6 . 9 . 5 H 6 . 1 0 . 1

５０ 宮 崎 大 学 医 学 部 附 属 病 院 宮崎県宮崎郡清武町大字木原５２００番地 H 6 . 9 . 5 H 6 . 1 0 . 1

５１ 鹿 児 島 大 学 病 院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘８丁目３５番１号 H 6 . 9 . 5 H 6 . 1 0 . 1

５２ 山 形 大 学 医 学 部 附 属 病 院 山形県山形市飯田西２丁目２番２号 H 6 . 1 0 . 2 1 H 6 . 1 1 . 1

５３ 三 重 大 学 医 学 部 附 属 病 院 三重県津市江戸橋２丁目１７４番地 H 6 . 1 0 . 2 1 H 6 . 1 1 . 1

５４ 大 阪 大 学 医 学 部 附 属 病 院 大 阪 府 吹 田 市 山 田 丘 ２ 番 １ ５ 号 H 6 . 1 0 . 2 1 H 6 . 1 1 . 1

５５ 岡 山 大 学 病 院 岡山県岡山市鹿田町２丁目５番１号 H 6 . 1 0 . 2 1 H 6 . 1 1 . 1

５６ 大 分 大 学 医 学 部 附 属 病 院 大分県由布市挾間町医大ヶ丘一丁目１番地 H 6 . 1 0 . 2 1 H 6 . 1 1 . 1

５７ 福 井 大 学 医 学 部 附 属 病 院 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第２３号３番 H 6 . 1 1 . 2 1 H 6 . 1 2 . 1

５８ 新 潟 大 学 医 歯 学 総 合 病 院 新潟県新潟市旭町通１番町７５４番地 H 6 . 1 1 . 2 1 H 6 . 1 2 . 1

５９ 国立大学法人金沢大学附属病院 石 川 県 金 沢 市 宝 町 １ ３ 番 １ 号 H 6 . 1 1 . 2 1 H 6 . 1 2 . 1

６０ 熊 本 大 学 医 学 部 附 属 病 院 熊 本 県 熊 本 市 本 荘 １ 丁 目 １ 番 １ 号 H 6 . 1 1 . 2 1 H 6 . 1 2 . 1

６１ 名 古 屋 大 学 医 学 部 附 属 病 院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５番地 H 7 . 1 . 2 6 H 7 . 2 . 1

６２ 滋賀医科大学医学部附属病院 滋 賀 県 大 津 市 瀬 田 月 輪 町 H 7 . 1 . 2 6 H 7 . 2 . 1

６３ 京 都 大 学 医 学 部 附 属 病 院 京都府京都市左京区聖護院川原町５４ H 7 . 1 . 2 6 H 7 . 2 . 1
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６４ 島 根 大 学 医 学 部 附 属 病 院 島 根 県 出 雲 市 塩 治 町 ８ ９ の １ H 7 . 1 . 2 6 H 7 . 2 . 1

６５ 山 梨 大 学 医 学 部 附 属 病 院 山 梨 県 中 央 市 下 河 東 １ １ １ ０ 番 地 H 7 . 2 . 2 0 H 7 . 3 . 1

６６ 浜松医科大学医学部附属病院 静岡県浜松市東区半田山１丁目２０番１号 H 7 . 2 . 2 0 H 7 . 3 . 1

６７ 群 馬 大 学 医 学 部 附 属 病 院 群馬県前橋市昭和町３丁目３９番１５号 H 7 . 2 . 2 0 H 7 . 3 . 1

６８ 佐 賀 大 学 医 学 部 附 属 病 院 佐 賀 県 佐 賀 市 鍋 島 ５ 丁 目 １ 番 １ 号 H 7 . 2 . 2 0 H 7 . 3 . 1

６９ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 福 島 県 福 島 市 光 が 丘 １ 番 地 H1 8 . 3 . 2 7 H 1 8 . 4 . 1

７０ 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１番地１ H1 8 . 3 . 2 7 H 1 8 . 4 . 1

７１ 筑 波 大 学 附 属 病 院 茨城県つくば市天久保２丁目１番地１ H 7 . 3 . 1 5 H 7 . 4 . 1

７２ 東 京 大 学 医 学 部 附 属 病 院 東 京 都 文 京 区 本 郷 ７ 丁 目 ３ 番 １ 号 H 7 . 3 . 1 5 H 7 . 4 . 1

７３ 九 州 大 学 病 院 福岡県福岡市東区馬出３丁目１番１号 H 7 . 3 . 1 5 H 7 . 4 . 1

７４ 名 古 屋 市 立 大 学 病 院 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地 H1 8 . 3 . 2 7 H 1 8 . 4 . 1

７５ 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院 奈 良 県 橿 原 市 四 条 町 ８ ４ ０ 番 地 H1 9 . 1 . 2 2 H 1 9 . ４ . 1

７６ 札 幌 医 科 大 学 附 属 病 院 北海道札幌市中央区南１条西16丁目291番地 H 1 9 . 1 . 2 2 H 1 9 . 4 . 1

７７ 公立大学法人横浜市立大学附属病院 神奈川県横浜市金沢区福浦３丁目９番地 H1 7 . 3 . 3 0 H 1 7 . 4 . 1

７８ 京 都 府 立 医 科 大 学 附 属 病 院 京 都 府 京 都 市 上 京 区 河 原 町 通 広 小 路 上 る 梶 井 町 4 6 5 H 2 0 . 3 . 2 7 H 2 0 . 4 . 1

７９ 防 衛 医 科 大 学 校 病 院 埼 玉 県 所 沢 市 並 木 ３ 丁 目 ２ 番 地 H 9 . 1 . 2 2 H 9 . 2 . 1

８０ 大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目５番７号 H1 8 . 3 . 2 7 H 1 8 . 4 . 1

８１ 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府大阪市東成区中道１丁目３番３号 H1 8 . 3 . 2 7 H 1 8 . 4 . 1

大 阪 府 立 成 人 病 セ ン タ ー

８２ 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 東 京 都 新 宿 区 河 田 町 ８ 番 １ 号 H1 9 . 8 . 9 H 1 9 . 9 . 1

８３ 東 京 医 科 大 学 病 院 東京都新宿区西新宿６丁目７番１号 H2 1 . 1 . 1 9 H 2 1 . 2 . 1
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黄色は特定機能病院

【都道府県がん診療連携拠点病院】

都道府県名 医療機関名 所　在　地 指定年月日

1 北海道 独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水４条２丁目３番６４号 平成21年4月1日

2 青森県 青森県立中央病院 青森県青森市東造道２丁目１－１ 平成22年4月1日

3 岩手県 岩手医科大学附属病院 岩手県盛岡市内丸１９－１ 平成22年4月1日

4 宮城県 宮城県立がんセンター 宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１ 平成22年4月1日

5 宮城県 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号 平成22年4月1日

6 秋田県 国立大学法人　秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市広面字蓮沼４４番２ 平成22年4月1日

7 山形県 山形県立中央病院 山形県山形市大字青柳１８００番地 平成22年4月1日

8 福島県 公立大学法人　福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘１番地 平成22年4月1日

9 茨城県
茨城県立中央病院
・茨城県地域がんセンター

茨城県笠間市鯉渕６５２８ 平成22年4月1日

10 栃木県 栃木県立がんセンタ－ 栃木県宇都宮市陽南４－９－１３ 平成22年4月1日

11 群馬県 国立大学法人　群馬大学医学部附属病院 群馬県前橋市昭和町３丁目３９番１５号 平成22年4月1日

12 埼玉県 埼玉県立がんセンター 埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８ 平成22年4月1日

13 千葉県 千葉県がんセンター 千葉県千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 平成22年4月1日

14 東京都 東京都立駒込病院 東京都文京区本駒込３－１８－２２ 平成22年4月1日

15 東京都 財団法人癌研究会　有明病院 東京都江東区有明３－１０－６ 平成22年4月1日

16 神奈川県 神奈川県立がんセンター 神奈川県横浜市旭区中尾１－１－２ 平成22年4月1日

17 新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県新潟市中央区川岸町２丁目１５番地３ 平成22年4月1日

18 富山県 富山県立中央病院 富山県富山市西長江２－２－７８ 平成22年4月1日

19 石川県 国立大学法人　金沢大学附属病院 石川県金沢市宝町１３番１号 平成22年4月1日

20 福井県 福井県立病院 福井県福井市四ツ井２丁目８番１号 平成22年4月1日

21 山梨県 山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見１丁目１番１号 平成22年4月1日

22 長野県 国立大学法人　信州大学医学部附属病院 長野県松本市旭３丁目１番１号 平成22年4月1日

23 岐阜県 国立大学法人　岐阜大学医学部附属病院 岐阜県岐阜市柳戸１番１ 平成22年4月1日

24 静岡県 静岡県立静岡がんセンター 静岡県駿東郡長泉町下長窪１００７ 平成22年4月1日

25 愛知県 愛知県がんセンター中央病院 愛知県名古屋市千種区鹿子殿１－１ 平成22年4月1日

26 三重県 国立大学法人　三重大学医学部附属病院 三重県津市江戸橋２丁目１７４番地 平成22年4月1日

27 滋賀県 滋賀県立成人病センター 滋賀県守山市守山五丁目４番３０号 平成21年4月1日

28 京都府 京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４ 平成22年4月1日

29 京都府 国立大学法人　京都大学医学部附属病院 京都府京都市左京区聖護院川原町５４ 平成21年4月1日

30 大阪府
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪府立成人病センター

大阪府大阪市東成区中道１－３－３ 平成22年4月1日

31 兵庫県 兵庫県立がんセンター 兵庫県明石市北王子町１３番７０号 平成22年4月1日

32 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 奈良県橿原市四条町８４０番地 平成22年4月1日

33 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺８１１－１ 平成22年4月1日

34 鳥取県 国立大学法人　鳥取大学医学部附属病院 鳥取県米子市西町３６番地の１ 平成22年4月1日

35 島根県 国立大学法人　島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩治町８９－１ 平成22年4月1日

36 岡山県 国立大学法人　岡山大学病院 岡山県岡山市鹿田町２丁目５番１号 平成22年4月1日

37 広島県 国立大学法人　広島大学病院 広島県広島市南区霞１丁目２番３号 平成22年4月1日

38 山口県 国立大学法人　山口大学医学部附属病院 山口県宇部市南小串一丁目１番１号 平成22年4月1日

39 徳島県 国立大学法人　徳島大学病院 徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地の１ 平成22年4月1日

40 香川県 国立大学法人　香川大学医学部附属病院 香川県木田郡三木町池戸１７５０－１ 平成21年4月1日

がん診療連携拠点病院指定一覧表（平成22年4月1日現在）

指定年月日は、指定の効力が発

生した年月日を記載
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都道府県名 医療機関名 所　在　地 指定年月日

41 愛媛県 独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター 愛媛県松山市南梅本町甲１６０番 平成22年4月1日

42 高知県 国立大学法人　高知大学医学部附属病院 高知県南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 平成22年4月1日

43 福岡県 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター 福岡県福岡市南区野多目３丁目１番１号 平成22年4月1日

44 福岡県 国立大学法人　九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出３－１－１ 平成22年4月1日

45 佐賀県 国立大学法人　佐賀大学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番１号 平成22年4月1日

46 長崎県 国立大学法人　長崎大学病院 長崎県長崎市坂本１丁目７番１号 平成22年4月1日

47 熊本県 国立大学法人　熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市本荘１丁目１番１号 平成22年4月1日

48 大分県 国立大学法人　大分大学医学部附属病院 大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地 平成22年4月1日

49 宮崎県 国立大学法人　宮崎大学医学部附属病院 宮崎県宮崎郡清武町木原５２００ 平成22年4月1日

50 鹿児島県 国立大学法人　鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１ 平成22年4月1日

51 沖縄県 国立大学法人　琉球大学医学部附属病院 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地 平成22年4月1日

計 ５１病院
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